
はい

いいえ

※消火器

届出のフロー図

※「露店等の開設届出書」の提出は、露店等を開設する者又は主催者・代表者が行ってください。

※対象火気使用器具とは
　　　(1) 気体燃料を使用する器具　　　ガスを使用する器具
　　　(2) 液体燃料を使用する器具　　　移動式ストーブ、発電機等
　　　(3) 固体燃料を使用する器具　　　バーべキューこんろ等の移動式こんろ等
　　　(4) 電気を熱源とする器具　　　　　ハロゲンヒーター等

・・・ここでの消火器は「業務用消火器」です。
（消火器本体に記載されています。住宅用及びエアゾール（スプレー）式は対象外です。）

催しにおける露店等が開設されるか？

露店等の開設数は100店を越えるか？

・消防署に「露店等の開設届
出書」をあらかじめ提出しな
ければなりません

・対象火気器具等に消火器
の設置が必要です。
(添付書類として、開設する
場所の案内図（住宅地図）、
店のレイアウト及び消火器の
設置位置が分かる図）

火災予防条例（届出）の対象外

対象火気器具等を使用する露店等が
開設されるか？

人手予想は10万人以上か？

・消防長が指定催しとして指
定後、主催者は催しの開催
の14日前までに管轄の消防
署に火災予防上必要な業務
に関する計画を提出

・対象火気器具に消火器の
設置が必要です

・「露店等の開設届出書」の
提出は必要ありません


